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地方自治法施行規則の一部を改正する省令の公布について（通知） 

 

 

 地方自治法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第５４号）が平成２９年６月

９日をもって公布されており、令和２年４月１日から施行することとされています。 

また、地方自治法施行規則の一部を改正する省令（令和２年総務省令第１７号）が

本日公布され、令和２年４月１日から施行することとされました。 

 貴職におかれては、下記事項に御留意の上、その円滑な施行に向け、格別の配慮を

されるとともに、各都道府県知事におかれては、貴都道府県内の指定都市を除く市区

町村長及び市区町村議会議長に対してもこの旨周知願います。 

なお、各市区町村に対して地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会シ

ステムを通じて本通知についての情報提供を行っていること、及び本通知は地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項に基づく技術的な助言であるこ

とを申し添えます。 

 

記 

 

１ 内部統制評価報告書に関する事項 

   地方自治法第１５０条第４項の規定に基づき、内部統制評価報告書（同条第１

項又は第２項の方針及びこれに基づき整備した体制について評価した報告書をい

う。）の記載項目等は、様式のとおりとされたこと（新第１２条の２の３）。 

   

 ２ 所要の規定の整理に関する事項 

   改元に伴い、所要の規定の整理が行われたこと。 

殿 


